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辺
り
一
面
が
ピ
ン
ク
色
の
世
界
に
な
っ
た
満
開

の
コ
ス
モ
ス
畑
。
作
付
け
さ
れ
な
く
な
り
荒
廃
化

す
る
農
地
の
保
全
と
集
落
内
の
景
観
を
保
全
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
片
柴
環
境
保
全
組
合
（
組
合
長 

福
本
博
司
さ
ん
）
が
植
付
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
こ
は
片
柴
集
落
の
バ
ス
停
前
の
圃
場
。
鳥
取

鹿
野
倉
吉
線
の
沿
線
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
バ

ス
の
車
窓
か
ら
も
ゆ
っ
く
り
と
眺
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
と
き
お
り
車
を
停
め
て
写
真
を

撮
る
方
も
い
る
ほ
ど
、
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
に
伴
う
農
業

後
継
者
の
不
足
は
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
三
徳
地
域
の
玄
関
口
に
あ
た
る
片
柴
集
落
で

も
例
外
で
は
な
く
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
が
進

み
作
業
受
託
者
や
農
地
の
引
受
手
を
求
め
る
状
況

に
あ
り
ま
す
。
福
本
組
合
長
は
「
な
か
な
か
水
稲

な
ど
を
作
付
け
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
う
し

て
皆
さ
ん
と
協
力
し
て
コ
ス
モ
ス
を
咲
か
せ
る
こ

と
が
で
き
た
、
沿
線
の
美
観
の
形
成
と
集
落
環
境

の
保
全
に
も
役
立
っ
て
い
る
」
と
、
コ
ス
モ
ス
畑

を
前
に
笑
顔
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　

農
業
後
継
者
不
足
は
解
決
の
難
し
い
問
題
で
す

が
、
こ
う
し
た
景
観
を
守
る
活
動
は
、
な
に
か
一

つ
で
も
微
力
で
も
地
域
の
為
に
な
れ
ば
と
思
う
皆

さ
ん
の
熱
い
気
概
を
、
満
開
の
コ
ス
モ
ス
を
前
に

感
じ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

【片柴集落のコスモス畑】
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会
長
あ
い
さ
つ

　
　
　 

三
朝
町
農
業
委
員
会 

会
長

 

山 

本 

雅 

之

　

こ
の
度
、
令
和
５
年
か
ら
３
年
間
、

三
朝
町
農
業
委
員
会
の
会
長
に
選
出
さ

れ
ま
し
た
、
山
本
雅
之
で
す
。

　

さ
て
、
私
は
農
業
委
員
会
会
長
と
し

て
長
年
農
地
の
守
り
役
と
し
て
尽
力
し

て
き
ま
し
た
が
、
農
業
に
は
様
々
な
支

援
制
度
が
あ
る
も
の
の
、
荒
廃
農
地
の

増
加
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
状
況
に

危
機
感
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
さ
ら
に
農
業
者
は
減
少
し
、
収

益
の
見
出
せ
る
農
家
と
地
域
の
農
地
を

守
ろ
う
と
す
る
農
家
に
二
極
化
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
が
、
地
域
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
の
も
と
、
持
続
可
能
な

農
地
の
確
保
に
努
め
る
事
を
お
誓
い
し
、

会
長
就
任
の
ご
挨
拶
と
し
ま
す
。

農業委員・農地利用最適化推進委員農業委員・農地利用最適化推進委員
（任期：令和５年７月20日から令和８年７月19日まで）（任期：令和５年７月20日から令和８年７月19日まで）

　令和５年７月 20 日、三朝町議会の承認を得て三朝町長から任命された７人の農業委員と農業委員会から
委嘱された５人の農地利用最適化推進委員からなる三朝町農業委員会がスタートしました。
　同日開催された第１回農業委員会では、会長に鎌田の山本雅之さん、会長職務代理に下畑の本田博さんが
選出されました。

三 徳 担 当 小 鹿 担 当

秋山　一寛
推進委員

野見　幸雄
農業委員

吉田　弘幸
推進委員

米廣　勝
農業委員

高 勢 担 当 三 朝 担 当

藤原　昇
推進委員

米原　章太郎
農業委員

村岡　幸枝
農業委員

松原　利志
農業委員

竹 田 担 当 賀 茂 担 当

楠本　幸孝
推進委員

本田　博
農業委員

井上　誠
推進委員

山本　雅之
農業委員
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人・農地プランから地域計画地域計画へ

農地の貸借の仕組みが大きく大きく変わります

　これまで地域の話し合いにより、
将来の地域農業のあり方を決める、
人・農地プランの作成を推進してき
ましたが、令和５年４月の法改正に
よって、人・農地プランは「地域計
画」と名称を変え、法律に規定され
ました。名称は変わりましたが、人・
農地プランと地域計画の方向性は変
わりません。
　地域計画は、地域農業のあり方を
話し合いにより決定し、10 年後誰
がどの農地を利用するのかを目標地
図に落とし込み「見える化」します。

　農業委員会と町では地域計画の策定に向けて、現状農地の耕作者や所有者の把握、
出し手・受け手の意向把握、担い手への集約化に向けた意見交換を実施していきます。

〇現在設定している利用権設定はどうなるの？
　➡既に利用権設定をされている農地の貸し借りは、設定された満了日まで有効です。

地 域 計 画
・地域農業の将来の在り方の計画
・農業を担う者
　（担い手＋多様な経営体＋受託を受けて農作業を
行う者）ごとに利用する農地の地図（目標地図）

人・農地プラン
・中心経営体いわゆる「担い手」に農地を集積し
ていく将来方針

「人・農地プラン」「地域計画」を
簡単に言うと

　令和７年４月１日から、農地の貸し借りの手
続きは、次の２つの方法に変わります。

☆�農用地利用集積等促進計画に基づく利用権設
定：農地中間管理事業

　　 農地所有者（貸付人）と耕作者（借受人）
の間に、鳥取県農業農村担い手育成機構が
入って農地を貸し借りするもの。（農地中
間管理機構が間に入って行う利用権設定）

☆農地法第 3条に基づく貸借の申請：農地法
　　 農業委員会の議決を経て、農地法に基づい

て農地を貸し借りするもの。

　農業経営基盤強化促進法の改正によ
り、利用権設定等促進事業が廃止され、
農地利用集積計画に基づく出し手、受
け手の相対による利用権設定の手続き
が廃止されました。
　令和７年度からの新たな農地の貸借
は、農地中間管理事業による利用権設
定による手続きか農地法第 3 条に基づ
く貸し借りに移行します。
　なお経過措置として、令和６年度（令
和７年３月末）までは、従来どおりの
相対による新規契約や現在の利用権設
定の契約更新は可能です。
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農
業
委
員
会

は
、
農
地
法
の
定

め
に
基
づ
き
毎

年
、
農
地
利
用
状

況
調
査
（
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
）
を
実

施
し
ま
す
。
今
年

の
町
内
の
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
は
、
８

月
21
日
か
ら
９
月

末
に
か
け
て
、
町

内
の
担
当
地
区
を

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
と
共
に
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
ま
し
た
。

　

私
の
担
当
地
区
を
巡
回
し
て
み
ま
す

と
、
山
間
部
の
集
落
で
は
過
疎
化
が
進

み
高
齢
者
が
田
畑
の
維
持
管
理
が
出
来

な
い
実
態
や
、
耕
作
従
事
者
の
不
在
と

な
る
農
地
も
見
受
け
ら
れ
、
遊
休
農
地
、

荒
廃
農
地
が
以
前
に
も
ま
し
て
増
加
し

て
い
る
状
況
に
驚
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
今
の
台
風
及
び
大
雨
の
被

害
で
、
水
路
の
水
取
り
口
の
破
損
、
井

手
へ
の
土
砂
流
入
な
ど
の
被
害
が
大
き

く
、
復
旧
工
事
の
遅
れ
も
感
じ
ま
し
た
。

山
間
部
で
は
、
土
砂
の
撤
去
で
機
械
復

旧
が
困
難
な
所
が
多
く
有
り
、
労
働
力

不
足
に
よ
る
「
水
路
の
維
持
管
理
も
厳

し
く
な
っ
た
」
と
い
う
声
も
聞
く
こ
と

か
ら
、
水
田
へ
の
水
不
足
に
伴
い
遊
休

化
し
て
い
く
農
地
が
さ
ら
に
増
え
る
事

を
懸
念
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

農
家
人
口
の
減
少
で
引
き
受
け
る
農

地
は
増
え
る
一
方
で
す
が
、
荒
廃
農
地

と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
美
し
い
ふ
る
さ

と
の
景
観
を
守
り
繋
ぐ
た
め
に
も
、
適

正
な
管
理
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

最
近
、「
農
家

の
後
継
ぎ
が
町
外

で
生
活
し
て
田

ん
ぼ
の
作
り
手
が

い
な
く
な
っ
た
」

と
聞
く
こ
と
が
と

て
も
多
く
な
り
ま

し
た
。
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
し

て
踏
み
入
れ
た
山

間
部
の
農
地
が
原

野
化
し
て
い
る
状

況
を
目
の
当
た
り

に
し
、
あ
そ
こ
ら

辺
で
は
栗
拾
い

や
ア
ケ
ビ
取
り
を
し
た
な
あ
と
思
い
な 

が
ら
も
、
山
に
繋
が
る
荒
れ
た
農
地
を

前
に
今
更
な
が
ら
愕
然
と
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

　

農
地
の
荒
廃
化
の
大
き
な
原
因
の
ひ

と
つ
は
担
い
手
が
い
な
い
こ
と
で
す
。

担
い
手
不
足
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
２
０
０
３
年
に
当
時
の
小
泉

内
閣
が
集
落
営
農
を
担
い
手
育
成
と
し

て
提
唱
し
、
町
内
で
も
東
小
鹿
、
高
橋
、

今
泉
な
ど
い
く
つ
か
の
集
落
で
組
織
形

態
、
運
営
手
法
を
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
で

創
意
工
夫
し
て
、
集
落
の
理
解
を
得
な

が
ら
共
同
組
織
化
で
の
営
農
に
取
り
組

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
着
手
し

ま
し
た
が
、
今
後
さ
ら
に
農
地
が
適
切

に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
農
地
の
集
約
化
等
に
向
け

た
取
組
や
目
指
す
べ
き
農
地
利
用
の
姿

を
明
確
化
に
す
る
地
域
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
集
落
営
農
が

農
地
の
荒
廃
化
を
止
め
る
特
効
薬
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
将
来
に
繋
ぐ
農
地
を

守
る
一
つ
の
手
法
と
し
て
営
農
の
共
同

化
や
地
域
計
画
に
基
づ
く
集
落
営
農
を

検
討
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

終
わ
り
に
、
東
小
鹿
の
集
落
営
農
の

皆
さ
ん
に
は
大
変
参
考
に
な
る
お
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

農地パトロールを
� 実施して
� 農業委員　米�廣　　勝

将来に繋ぐ
� 農地を守るために！
� 農地利用最適化推進委員　秋�山�一�寛
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令和６年　農作業標準料金等の設定について
　三朝町農業委員会では、令和６年の農作業標準料金等を次のように定めました。
　この料金表は標準額を示したもので、実際に支払われる料金は作業内容等を考慮して、
事前に両者で話し合って決定してください。

作 業 区 分 単位 標準料金 摘　　　要
ト
ラ
ク
タ
ー

荒 起
10アール当たり

7,400 円
代 か き 7,400 円
畑 （ 転 作 田 ） 7,400 円

田
植
・
収
穫

機 械 田 植

10アール当たり

7,960 円
バ イ ン ダ ー 9,100 円
ハ ー ベ ス タ ー 7,960 円
コ ン バ イ ン 17,070 円 倒伏状態等により適宜加算する。
籾 運 搬 2,270 円 町内運搬

一 般 農 作 業 ８時間 7,040 円 賄いなし

大

　豆

大 豆 播 種
10アール当たり

9,100 円 乗用のみ
大 豆 脱 穀 6,260 円
大 豆 コ ン バ イ ン 14,800 円

農
薬
散
布

ブ ー ム ス プ レ ー ヤ
10アール当たり

3,410 円
動 力 噴 霧 器 3,180 円
そ の 他（ 粉 剤・ 粒 剤 ） 1,700 円

機 械 畔 ぬ り １ｍ当たり 56 円
畔 刈 り １時間当たり 1,700 円
堆 き ゅ う 肥 散 布 １ｔ当たり（2㎥） 2,270 円 堆肥代は含まない。
果 樹 農 作 業 農協果実部の賃金を準用する。
【留意事項】　１　環境不良田畑・変形圃場・未整備田等は、20%増を基準とする。  

２　機械の燃料等は、受託者負担とする。
３　作業面積は、共済面積(水張面積)を参考とする。
４　標準料金は、消費税（10％）を含む金額です。

農
閑
期
に

農
閑
期
に

��

ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
の
検
証
！

ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
の
検
証
！

　

皆
さ
ん
は
、
農
作
業
中
に
思
わ
ず
「
危
な
い
！
」

と
感
じ
た
も
の
の
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
「
ヒ
ヤ

リ・ハ
ッ
ト
」を
経
験
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

農
作
業
中
の
死
亡
・
重
傷
事
故
の
背
後
に
は
、

多
く
の
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
が
潜
ん
で
い
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
を
経
験
さ
れ
た
方
は

ど
う
す
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
具
体
的
に

対
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
農
閑
期
に

御
自
身
の
農
作
業
安
全
に
つ
い
て
今
一
度
振
り
返
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。
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編
集
後
記

�

農
業
委
員　

米
原
章
太
郎

　

今
も
目
に
す
る
自
然
災
害
（
台
風

７
号
）
に
よ
る
農
地
、
農
業
用
施
設
、

生
活
道
路
、
更
に
は
河
川
そ
の
も
の

の
変
貌
ぶ
り
に
大
変
驚
き
、
そ
の
復

旧
に
要
す
る
時
間
や
費
用
に
つ
い
て

想
像
す
ら
出
来
ま
せ
ん
。

　

近
年
著
し
い
気
候
変
動
に
伴
う
自

然
災
害
の
発
生
、
鳥
獣
被
害
、
後
継

者
不
在
の
中
で
進
む
農
業
従
事
者
の

高
齢
化
。
心
が
折
れ
か
け
る
農
家
も

少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

今
し
ば
ら
く
踏
ん
張
っ
て
頂
き
た
い
。

予
測
不
能
な
将
来
で
す
が
、
生
ま
れ

育
っ
た
故
郷
の
荒
廃
を
好
む
人
は
い

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
個

人
で
は
困
難
な
農
地
の
維
持
管
理
も
、

集
落
と
し
て
な
ら
守
れ
る
風
景
、
景

観
が
あ
る
と
、
表
紙
の
片
柴
集
落
の

活
動
事
例
に
思
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

農
政
は
令
和
５
年
度
、「
人
・
農
地

プ
ラ
ン
」
か
ら
「
地
域
計
画
」
の
作

成
に
舵
が
切
ら
れ
、
農
地
利
用
の
最

適
化
に
向
け
て
農
業
委
員
会
の
役
割

が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

《
農
業
委
員
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
》
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米
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松
原
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志
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秋
山
一
寛　

井
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誠
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楠
本
幸
孝

◆農地の無断転用とは
　農地法に基づいた許可
を得ずに農地を住宅用地
や工事等の資材置き場、
駐車場など耕作の目的以外に用いる（転用する）ことをいいます。 また、現在耕作されていない農
地を、工事等の資材置き場などとして一時的に使用する場合であっても、許可を得ずに使用すると
無断転用となります。

◆許可を受けずに転用すると
　農地転用許可（届出）を受けずに農地を無断で転用すると、農地法違反となり工事の中止や原状
回復の命令が出されることもあります。さらに、３年以下の懲役又は300万円以下（法人に対して
は１億円以下）の罰金が科せられる場合があります。

農地所有者が、農地を農
地として売買、貸し借り
するとき。

◆農地を、耕作目的で売買したり、貸し
借りしたりするときは『農業委員会』
の許可が必要です。
◆資産保有や投資目的による売買や農地
を取得する適格者でない場合は許可さ
れません。

◆農地を住宅・車庫・工場・倉庫・資材置き場・駐車場・山林など、
農地以外のものに用途を変更するときは、農業委員会を経て
『県知事の許可』が必要です。
◆転用申請では次のような点を審査します。
　①目的は適正か　②面積は適当か　③水利など、必要な同意
はあるか　④付近の農地に与える影響はどうか　⑤目的は確
実に実行できるか　⑥他の法令関係で手続きが必要な場合、
それがなされているか

３条申請

農地所有者が、農地を農
地以外に転用するとき。

４条申請

農地所有者が、農地を農
地以外に転用する目的で
売買、貸し借りするとき。

５条申請

自分の農地であっても無断で
転用することは農地法違反です!

農地の転用・売買・貸借などは許可を受けてください!


